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保険証券に表示があります。

●加入年齢や保険期間などの計算の基準と
なる日をいいます。

参 考

い

「遺族」の具体的な範囲は、約款（保険金受取人
の死亡）の条文

民法の規定により、相続人となる権利のある方
をいいます。

約款参照

法定相続人

か

●被保険者の加入時の年齢です。
●契約日における満年齢で計算し、1年未満
の端数は切り捨てます。

●法令で定められた被保険者１人について
加入できる保険金額をいいます。

き
●当社（かんぽ生命）と契約を締結するときに
基準として定めた保険金の額（その額が変更
されている場合は変更後の額）をいいます。

「保険金の加入限度額」のページ
しおり参照

く
●契約の申し込み後であっても、一定の期間
内であれば、その撤回または解除ができる
制度をいいます。
しおり参照
「クーリング・オフ制度」のページ

しおり参照
「契約者配当金」のページ

しおり参照
「契約の保障（責任）の開始と契約日」のページ

しおり参照
「健康状態などの告知」のページ

（例）56歳7カ月の加入年齢は、56歳となります。

保険証券に表示があります。

保険証券に表示があります。

【保険契約者】
●当社（かんぽ生命）と契約を結び、契約上の
権利（例えば、契約内容の変更権）と、義務
（例えば、保険料の払い込み）がある方をい
います。

【被保険者】
●その方の生死などが保険の対象となる方を
いいます。その方の生死、病気やケガによる
入院などに関して保険金が支払われます。

【保険金受取人】
●保険金を受け取る方をいいます。

●契約後の保険期間中に迎える、毎月また
は毎年の契約日に対応する日をいいます。

●契約日に対応する日がない月の場合は、
その月の翌月の１日をいいます。

●毎年の決算に基づき、契約ごとに割り当てら
れる、または割り当てられたお金をいいます。

【遺族】
●当社（かんぽ生命）では、保険契約の目的は、
多くの場合、被保険者またはその遺族の方
の「経済生活の安定」のためという考え方に
基づき、死亡保険金受取人が死亡した場合
は、約款により、被保険者の遺族の方を
新たな死亡保険金受取人としています。

●他社の保険契約では、一般的に、保険金
受取人の法定相続人が新たな保険金受取
人となっています。

遺族／法定相続人

加入限度額

加入年齢

基準保険金額

【基本契約】
●「普通保険約款」に記載されている契約内
容をいいます。

【特約】
●基本契約の保障内容をさらに充実させるために、
基本契約に付け加える契約内容をいいます。

●特約のみの申し込みはできません。

基本契約／特約

クーリング・オフ

契約応当日

契約関係者
（保険契約者／被保険者／保険金受取人）

契約者配当金

契約日

告知義務

け

こ

返戻金額
責任準備金額
払込保険料累計
返戻金額
返戻金額
責任準備金額
払込保険料累計
返戻金額
返戻金額
責任準備金額
払込保険料累計
返戻金額

経過期間
30年20年10年1年 50年 70年

特約
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歳
加
入

50
歳
加
入

60
歳
加
入

（※）

60
歳
加
入

（※）

基本契約

特約

基本契約

特約

基本契約

男性

0
7,200

12,960
20,900

0
8,900

16,320
71,000

0
11,000
20,760
76,300

0
54,200

129,600
422,800

0
59,500

163,200
878,900

0
63,600

207,600
923,600

0
101,200
259,200
878,900

0
103,100
326,400
923,600

0
84,500

415,200
960,300

0
132,900
388,800
923,600

0
108,300
489,600
960,300

0
66,000

622,800
984,100

0
85,600

648,000
984,100

0
39,200

816,000
996,600

0
17,700

1,038,000
1,000,000

0
21,000

907,200
1,000,000

0
19,600

1,142,400
1,000,000

0
17,700

1,453,200
1,000,000

女性

〇特約　　　引受基準緩和型無配当総合医療特約（Ｒ04）（無解約返戻金型）/特約基準保険金額100万円/保険
期間 終身/保険料払込期間 終身/口座払込みの場合

〇基本契約　引受基準緩和型普通終身保険（Ｒ07）/基準保険金額100万円/保険期間 終身/保険料払込期間 60歳
まで（※）/口座払込みの場合

返戻金額
責任準備金額
払込保険料累計
返戻金額
返戻金額
責任準備金額
払込保険料累計
返戻金額
返戻金額
責任準備金額
払込保険料累計
返戻金額

経過期間
30年20年10年1年 50年 70年

特約
40
歳
加
入
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歳
加
入

基本契約

特約

基本契約

特約

基本契約

0
5,600

11,880
18,600

0
8,100

14,520
67,800

0
10,100
18,360
72,800

0
48,100

118,800
408,000

0
59,100

145,200
850,100

0
66,400

183,600
897,900

0
97,600

237,600
850,100

0
108,800
290,400
897,900

0
92,400

367,200
942,600

0
138,100
356,400
897,900

0
119,600
435,600
942,600

0
78,100

550,800
976,200

0
100,600
594,000
976,200

0
47,100

726,000
993,400

0
18,200

918,000
1,000,000

0
21,000

831,600
1,000,000

0
19,900

1,016,400
1,000,000

0
18,200

1,285,200
1,000,000

（※）60歳加入の場合、基本契約の保険料払込期間は70歳まで

しおり63P参照…「無解約返戻金型の特約の返戻金と積立金（責任準備金）について」をご参照ください。

＜単位：円＞

＜単位：円＞

無解約返戻金型の特約の責任準備金額例 用語解説 このしおりを読む上で参考になる「用語解説」

＜代表例＞ ※記載している責任準備金額などは、契約日を2026年5月2日として算出しています。

無解約返戻金型の特約には解約または減額された場合の返戻金はありませんが、積立金（責任準備
金）は積み立てられています。責任準備金額の例は、次のとおりです。
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